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第一章  総則  

 

（通則）  

第１条  地域企業経営人材確保支援事業給付金（以下「給付金」とい

う。）の給付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号）（以下「補助金適正化法」

という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行
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令（昭和３０年政令第２５５号）、地域金融機関取引事業者支援高

度化事業費補助金交付要綱（令和３年２月１０日付け金監督第２０

３号）、中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化

等の大規模成長投資補助金（地域企業経営人材確保支援事業給付金）

交付要綱（令和７年４月１１日付け２０２５０３１８財経第６号）

及びその他の法令の定めによるほか、地域企業経営人材確保支援事

業給付金給付規程（以下「規程」という。）の定めるところによる。  

 

（給付の目的）  

第２条  給付金は、株式会社地域経済活性化支援機構（以下「機構」

という。）の管理する機構人材リスト（第３条第１６項に規定する

「機構人材リスト」をいう。）に登録されている者（以下「機構人

材リスト登録者」という。）に関して、第二章、第三章、第四章又

は第五章のうちいずれかに該当する給付金の給付要件を満たした地

域の中堅・中小企業に対して一定額を補助することにより、地域の

中堅・中小企業の経営人材の確保を支援し、企業の経営革新・生産

性向上等が図られることで、地域経済の活性化を実現することを目

的とする。  

 

（定義）  

第３条  この規程において「大企業」とは、日本国内で本店の法人登

記を行っている者であり、かつ、地域企業経営人材確保支援事業開

始時点から機構人材リスト登録申込時点までの間のうち、機構の定

める時点における資本金の額又は出資の総額が１０億円以上である

法人又は常時使用する従業員（労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）第２０条に規定する「解雇の予告を必要とする者」をいう。以

下同じ。）の数が２，０００人を超える法人をいう。ただし、国又

は地方公共団体の出資又は出えんがその法人の資本金又は出資等の

総額の大部分を占める法人については、除くものとする。  

２  この規程において「親会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条第３

項に規定する親会社、「子会社」とは、同規則同条同項に規定する

子会社、「関連会社」とは、同規則同条第５項に規定する関連会社

をいう。  

３  この規程において「雇用契約等」とは、雇用契約又は委任契約（役

員の委任に係るものに限る。）をいい、「雇用契約書等」とは、雇
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用契約書又は委任契約書（役員の委任に係るものに限る。）その他

の雇用契約等の存在を確認できる文書をいう。  

４  この規程において「請負契約等」とは、請負契約又は委任契約（業

務委託に係るものに限る。）をいい、「請負契約書等」とは、請負

契約書又は委任契約書（業務委託に係るものに限る。）その他の請

負契約等の存在を確認できる文書をいう。  

５  この規程において「出向契約」とは、企業と雇用契約等を締結し

ている者が他の企業において就業するに当たり、当該企業とその他

の企業との間で締結される雇用者等の労働条件等に関する契約をい

い、「出向契約書等」とは、出向契約書その他の出向契約の存在を

確認できる文書をいう。  

６  この規程において「給付対象企業」とは、給付金の給付を受けよ

うとする者（日本国内で本店の法人登記を行っている者に限る。）

で、第５条の給付申請時の資本金の額又は出資の総額が１０億円未

満、かつ、常時使用する従業員の数が２，０００人以下の法人（資

本金又は出資のない法人については、常時使用する従業員の数が２，

０００人以下の法人）である事業者、又はその他機構が適当と認め

る者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、

除くものとする。  

一  機構人材リスト登録者が雇用契約等を締結している又は締結し

ていた大企業の親会社、子会社又は関連会社。  

二  発行済株式の総数若しくは出資の総額の二分の一以上が同一の

大企業の所有に属している法人又は発行済株式の総数若しくは出

資の総額の三分の二以上が大企業の所有に属している法人。  

三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団である者。  

四  暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者

が所属している者。  

五  破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第４条に規定す

る暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある者。  

六  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条に規定する「風俗営業」、「性風俗関

連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者。  

七  政治団体。  

八  宗教上の組織又は団体。  
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九  官公庁。  

十  特別の法律により設立される法人、独立行政法人、地方独立行

政法人、特殊法人、認可法人、共済組合、特別の法律により設立

される民間法人、その他国又は地方公共団体が出資又は出えんを

行っている法人。  

十一  銀行、銀行持株会社、信用金庫、信用組合、農業協同組合法

（昭和２２年法律第１３２号）第１０条第１項第２号及び第３号

の事業を行う農業協同組合（以下「農業協同組合」という。）並

びに水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１１条第

１項第３号及び第４号の事業を行う漁業協同組合（以下「漁業協

同組合」という。）。  

十二  その他機構が第２条の給付の目的等に照らして給付金の給付

が適当でないと認める者（グループ企業間での転籍など、給付金

の趣旨・目的に照らして適当でない事由が認められる場合、人材

紹介の過程で不当な行為が認められる場合又は給付金の対象とな

る雇用契約等、請負契約等又は出向契約に定める就業の開始日か

ら起算して過去１年以内に労働関係法令に違反した者である場合

等。）。  

７  この規程において「雇用者等」とは、機構人材リスト登録者のう

ち、給付対象企業と雇用契約等を締結した者をいう。  

８  この規程において「受託者等」とは、機構人材リスト登録者のう

ち、給付対象企業と請負契約等を締結した者をいう。  

９  この規程において「出向者」とは、機構人材リスト登録者のうち、

給付対象企業と大企業との間で出向契約が締結されたことにより給

付対象企業において就業することとなった者をいう。  

１０  この規程において「雇用期間等」とは、雇用期間、任期、請負

期間、委任期間又は出向期間をいう。  

１１  この規程において「給与」とは、業務で果たした役割及び成果

など、労働の提供に対する対価として事業主から定期的、かつ、確

定額で支払われるもの等として機構が認めるものであって、当該額

が雇用契約書等（委任契約書（役員の委任に係るものに限る。）を

除く。）又は出向契約書等に明記されているものをいう。  

１２  この規程において「役員報酬」とは、定款や株主総会の決議に

よって定められた企業の役員に対して支払われるもの等として機構

が認めるものであって、当該額が委任契約書（役員の委任に係るも

のに限る。）に明記されているものをいう。  
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１３  この規程において「報酬」とは、請負契約等に基づく適正な成

果物の納品又は労働の提供に対する対価として支払われるものであ

って請負契約書等に明記されているものをいう。  

１４  この規程において「給付対象企業負担金」とは、出向者の給与

について、出向者が雇用契約等を締結している大企業が支払いを行

っている場合であって、給付対象企業が当該給与相当額の全部又は

一部として当該大企業に支払う額をいう。  

１５  この規程において「大企業負担金」とは、出向者の給与につい

て、給付対象企業が支払いを行っている場合であって、出向者が雇

用契約等を締結している大企業が当該給与相当額の全部又は一部と

して当該給付対象企業に支払う額をいう。  

１６  この規程において「機構人材リスト」とは、機構において管理

する地域の中堅・中小企業に職を求める者が登録されている名簿を

いう。  

１７  この規程において「特定有料職業紹介事業者」とは、次の各号

のいずれかに該当する者をいう。  

一  第６項第１１号に掲げる者（以下「金融機関等」という。）で

あって、有料職業紹介事業の許可を受けている者。  

二  金融機関等の子会社（銀行法（昭和５６年法律第５９号）第１

６条の２に規定する子会社をいう。銀行法を準用する場合を含

む。）であって、有料職業紹介事業の許可を受けている者。  

三  金融機関等又は前号に掲げる者と業務提携契約を締結している

有料職業紹介事業者。  

１８  この規程において「特定金融機関」とは、金融機関等又は前項

第２号に掲げる者であって、以下のいずれかに該当する者をいう。  

一  給付対象企業との間で給付対象企業の雇用者等への給与又は役

員報酬（以下「給与等」という。）の支払状況を機構に報告する

こと及び当該報告のために必要な書類の提出を受ける旨の契約を

締結している者。  

二  給付対象企業との間で、給付対象企業の出向者への給与若しく

は役員報酬（給付対象企業への大企業負担金の支払いがある場合

には、当該金額を除いた額。以下同じ。）（以下「出向者給与等」

という。）又は大企業への給付対象企業負担金の支払状況を機構

に報告すること及び当該報告のために必要な書類の提出を受ける

旨の契約を締結している者。  
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（機構人材リストへの登録）  

第４条  機構人材リストへ登録できる者は、地域金融機関取引事業者

支援高度化事業費補助金実施要領（令和３年１０月１日付け制定金

監督第２３２５号）第２条第１項の規定に該当する者（ただし、令

和３年２月２５日以降に大企業との間で雇用契約等を締結していた

者に限る。）とする。  

２  給付対象企業において雇用期間等が開始した雇用者等（第二章に

おける雇用者等に限る。）については機構が機構人材リストから削

除し、削除された者は再び登録することはできない。  

 

（給付申請）  

第５条  給付対象企業は、第二章、第三章、第四章又は第五章の給付

金の給付を受けようとするときは、次の各号のいずれかに該当する

条件を満たした後に、機構に対し、別に定める給付申請書により給

付金の申請を行わなければならない。また、特定金融機関は、給付

対象企業に経営人材が採用されたことを確認する書類（以下「人材

確認書」という。）を機構に提出するものとする。  

一  第二章の給付金については、機構人材リスト登録者と雇用契約

等を締結した後  

二  第三章の給付金については、機構人材リスト登録者と雇用契約

等を締結した後  

三  第四章の給付金については、機構人材リスト登録者と給付対象

企業との間で締結された請負契約等が適正に履行されたことが給

付対象企業において検査又は確認され、報酬の金額が確定し支払

われた後  

四  第五章の給付金については、大企業と出向契約を締結し、出向

者が給付対象企業において就業することとなった後  

２  前項の給付金の申請は、次の各号に掲げる書類を添付して行わな

ければならない。ただし、各号に掲げる書類について、給付対象企

業が提出できないことに相当な理由があると機構が認めた場合は、

この限りでない。  

一  給付対象企業の法人登記簿謄本（登記事項証明書）  

二  給付対象企業の直近の確定申告書の写し  

三  給付対象企業の暴力団排除に関する誓約書  

四  給付対象企業が給付金の申請を行うこと、給付金の申請に係る

個人情報を提供すること及び特定金融機関が人材確認書を機構に
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提出することについて、雇用者等、受託者等又は出向者が同意し

た旨の本人署名の同意書  

五  第３条第６項各号及び雇用者等、受託者等又は出向者が給付対

象企業の事業主若しくは取締役の３親等以内の親族（民法（明治

２９年法律第８９号）第７２５条第１号に規定する血族のうち３

親等以内の者、同条第２号に規定する配偶者及び同条第３号に規

定する姻族をいう。以下同じ。）に該当しないことを誓約する書

類  

六  特定金融機関による機構への人材確認書の提出に同意すること

を誓約する書類  

七  各章において個別に定める書類  

八  その他機構が必要と認めるもの  

３  第１項の申請は、令和３年９月１日から令和９年２月１４日（当

該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日に当たる場合はその前日）までの間

に行うこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合について

は、令和９年１月１日から同年２月１４日までの間に申請を行うも

のとする。  

一  第二章の給付金については、給付対象企業が雇用者等と令和９

年１月１日から同年３月３１日までの間に雇用期間等が開始する

雇用契約等を令和３年２月２５日から令和９年２月１４日までの

間に締結したとき  

二  第三章の給付金については、給付対象企業が雇用者等と令和９

年１月１日から同年３月３１日までの間に雇用期間等が開始する

雇用契約等を令和３年２月２５日から令和９年２月１４日までの

間に締結したとき  

三  第五章の給付金については、給付対象企業が大企業と令和９年

１月１日から同年３月３１日までの間に雇用期間等が開始し、か

つ、出向者が給付対象企業において就業する出向契約を令和３年

２月２５日から令和９年２月１４日までの間に締結したとき  

４  第１項の申請は、前項の規定によるほか、次の各号に定める日か

ら六箇月を経過する日（当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる

場合はその前日）までに行うこと。  

一  第二章及び第三章の給付金については、機構人材リスト登録者

の雇用期間等が開始した日  
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二  第四章の給付金については、機構人材リスト登録者と給付対象

企業との間で締結された請負契約等が適正に履行されたことが

給付対象企業において検査又は確認され、報酬の金額が確定し支

払われた日  

三  第五章の給付金については、機構人材リスト登録者が給付対象

企業において就業が開始した日  

 

（給付及び不給付決定）  

第６条  機構は、前条の規定により給付申請があった場合において、

その内容を審査する。  

２  前項の審査の結果、給付金を給付すべきものと認めたときは、給

付金の給付決定を行う。  

３  第１項の審査の結果、給付金を給付することが適当でないと認め

たときは、給付金の不給付決定を行う。  

 

（給付及び不給付決定の通知）  

第７条  機構は、前条第２項による給付金の給付決定を行ったときは、

遅滞なくその給付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその

条件を、別に定める給付決定通知書により申請者に通知する。  

２  機構は、前条第３項による給付金の不給付決定を行ったときは、

遅滞なくその不給付決定の内容を、別に定める不給付決定通知書に

より申請者に通知する。  

 

（給付金給付までの標準的な期間）  

第８条  機構は、前条第１項の規定により給付決定通知書を送付した

後、給付対象企業に対し給付金の給付を行う。  

２  機構が、第５条第１項の規定を充足した給付申請書を受領してか

ら、前項の給付金の給付を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、

４５日とする。  

 

（実績報告）  

第９条  給付金の給付を受けた給付対象企業（以下「対象企業」とい

う。）による実績報告については、次の各号によるものとし、別に

定める実績報告書とともに、特定金融機関に対し行うこととする。

ただし、対象企業が各号に定める期日までに実績報告を行えないこ

とに相当な理由があると機構が認めた場合は、この限りでない。  
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一  第二章の給付金については、対象企業は、対象企業における雇

用者等への当月分の給与等支払額が記載された賃金台帳又は給与

明細書の写し（以下「賃金台帳等の写し」という。）について、

雇用者等への最初の給与等支払日の属する月から１年が経過する

までの間は６ヵ月毎、当該月から１年が経過した後は１年分を取

りまとめて、当該月から雇用期間等又は２年のいずれか短い期間

が経過するまでの間、当該給与等支払日の属する月の翌月の１５

日（当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる場合はその翌日）

までに提出しなければならない。  

二  第三章の給付金については、対象企業は、賃金台帳等の写しに

ついて、雇用者等への最初の給与等支払日の属する月から１年が

経過するまでの間は６ヵ月毎、当該月から１年が経過した後は１

年分を取りまとめて、当該月から雇用期間等又は２年のいずれか

短い期間が経過するまでの間、当該給与等支払日の属する月の翌

月の１５日（当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる場合は

その翌日）までに提出しなければならない。  

三  第五章の給付金については、対象企業は、賃金台帳等の写し（こ

の号においては、大企業から給付対象企業への大企業負担金が支

払われている場合には、当該負担金が支払われたことを確認でき

る書類を含む。）又は大企業への当月分の給付対象企業負担金が

支払われたことを確認できる書類（以下「支払確認書類」という。）

について、出向者への最初の出向者給与等支払日又は大企業への

最初の給付対象企業負担金支払日の属する月から１年が経過する

までの間は６ヵ月毎、当該月から１年が経過した後は１年分を取

りまとめて、当該月から雇用期間等又は２年のいずれか短い期間

が経過するまでの間、当該出向者給与等又は当該給付対象企業負

担金支払日の属する月の翌月の１５日（当該日が日曜日、土曜日

又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日に当たる場合はその翌日）までに提出しなければなら

ない。  

２  特定金融機関は、前項各号の規定により対象企業から賃金台帳等

の写し又は支払確認書類の提出を受けたときは、当該提出を受けた

月の末日（当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる場合はその翌日）
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までに別に定める実績報告書とともに機構へ提出するものとする。  

３  特定金融機関は、対象企業から実績報告が行われないときは、前

項に定める期日までにその旨機構に報告することとし、当該報告を

行った場合は、給与等、出向者給与等又は給付対象企業負担金の支

払状況の確認について責任を負わないものとする。  

４  機構は、第２項の規定により特定金融機関から実績報告が行われ

ない場合には、対象企業に対して直接その実行を求めることができ

る。  

５  対象企業は、前項の規定により機構から直接実績報告の実行を求

められたときは、１０日以内に機構に対して報告をしなければなら

ない。  

 

（状況報告）  

第１０条  対象企業は、対象企業における雇用者等の雇用契約等又は

出向者の出向契約の内容が給付要件を満たさなくなった場合には、

その旨を、別に定める状況報告書に必要な資料を添えて当該給付要

件を満たさなくなった日から１０日以内に特定金融機関へ報告しな

ければならない。  

２  特定金融機関は、前項の規定により対象企業から資料の提出を受

けた場合には、提出を受けた日から１０日以内に当該資料とともに

別に定める状況報告書を機構へ提出するものとする。  

３  特定金融機関は、対象企業から状況報告が行われない場合には、

給与等、出向者給与等又は給付対象企業負担金の支払状況の確認に

ついて責任を負わないものとする。  

４  機構は、第２項の規定により特定金融機関から状況報告が行われ

ない場合には、対象企業に対して直接その実行を求めることができ

る。  

５  対象企業は、前項の規定により機構から直接状況報告の実行を求

められたときは、１０日以内に機構に対して報告をしなければなら

ない。  

 

（対象企業の義務）  

第１１条  対象企業は、前２条によるもののほか、機構が本事業の遂

行上、必要と認める場合には、機構に対し報告又は資料を提出しな

ければならない。  
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第二章  転籍型  

 

（給付金） 

第１２条  機構は、給付対象企業が機構人材リスト登録者を次条に規

定する給付要件を満たして雇用契約等を締結し、機構が適切である

と認めた場合には給付金を給付する。  

２  給付金の額は、給付対象企業の雇用者等１名につき、雇用期間等

又は２年間のいずれか短い期間に雇用者等に支払われる給与等の合

計額に１００分の３０を乗じた額とし、４２０万円を上限とする。

ただし、当該給付対象企業が過去に当該雇用者等を対象として、第

三章、第四章又は第五章の給付金の給付を受けていた場合は、当該

給付金額を控除した金額を上限とする。  

３  第１項の給付対象企業又は他の企業において過去に当該雇用者等

を対象として、本章の給付金の給付を受けていた場合には、再び当

該雇用者等を対象とした給付金の給付を受けることはできない。  

４  本事業と同様に給与等を給付対象とした他の補助金等（補助金適

正化法第２条第１項に規定する補助金等をいう。以下同じ。）及び

間接補助金等（補助金適正化法第２条第４項に規定する間接補助金

等をいう。以下同じ。）の交付を受けている場合には、第２項の給

与等を給付金の給付対象とすることはできない。  

５  本章、第三章、第四章又は第五章の合計で、給付対象企業１社当

たりの最大給付対象人数は１０人までとし、同一の大企業からの転

籍は２人までとする。  

 

（給付要件）  

第１３条  給付要件については、次の各号によるものとする。  

一  給付対象企業から当該給付対象企業の求人の申込みを受けた特

定有料職業紹介事業者と機構人材リスト登録者の間において、機

構が運営する情報システムを使用し、機構が定める特定の文言を

用いてメッセージの送受信を行っていること。  

二  給付対象企業が、令和３年２月２５日から令和９年２月１４日

までの間に機構人材リスト登録者との間で、令和３年２月２５日

から令和９年３月３１日までの間に雇用期間等が開始する無期雇

用契約若しくは１年以上の有期雇用契約を締結又は役員として１

年以上の委任契約を締結すること。  

三  雇用者等に対して、１年当たり５００万円以上（別表に掲げる
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都道府県を勤務地として給付対象企業と前号に規定するいずれか

の契約の締結を行った雇用者等については、それぞれ同表に掲げ

る１年当たりの金額以上）の給与等を雇用期間等又は雇用期間等

の開始から２年間のいずれか短い期間の間支払うことを約してい

ること。  

四  雇用者等が給付対象企業の事業主又は取締役の３親等以内の親

族に該当しないこと。  

五  給付対象企業が、給付対象企業の雇用者等への給与等の支払状

況について、金融機関等又は第３条第１７項第２号に掲げる者の

うちいずれかの者との間で、当該者が当該給与等の支払状況を機

構に報告すること及び当該報告のために必要な書類の提出を受け

る旨の契約を締結していること。  

 

（給付申請に必要となる書類）  

第１４条  本章における第５条第２項第７号に規定する各章において

個別に定める書類は、以下の各号に掲げる書類とする。  

一  雇用者等への給与等が記載された給付対象企業と雇用者等が締

結した雇用契約書等の写し  

二  雇用者等が勤務していた大企業との雇用契約等が終了した日を

確認できる書類（当該大企業又は公的機関が発行したものに限

る。）  

三  給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は間接補助金

等の交付を受けていないことを誓約する書類  

四  給付対象企業における雇用者等の雇用保険被保険者証又は健康

保険被保険者証の写し等の雇用が確認できるもの  

五  特定金融機関と給付対象企業との間で雇用者等への給与等の支

払状況に係る報告を行うことについて同意した契約書の写し  

六  雇用者等を機構人材リストから削除することについて、雇用者

等本人が同意した旨の本人署名の同意書  

七  給付対象企業が機構人材リスト登録者と雇用契約等を締結し、

給付金の申請を行う前に行われる特定有料職業紹介事業者による

当該機構人材リスト登録者へのヒアリング結果を記載した書類  

２  第５条第３項ただし書きにより申請を行う場合には、前項第４号

に掲げる書類の写しは、雇用期間等が開始した後、速やかに提出し

なければならない。  
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（給付金の返還）  

第１５条  対象企業は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給

付金に相当する額を機構に全額返還しなければならない。  

一  当該雇用契約等に雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する

月から雇用期間等又は２年のいずれか短い期間が経過する月まで

の間に、次に掲げるいずれかに該当した場合。  

ア  当該雇用契約等における雇用者等の雇用期間等を短縮した場

合。ただし、短縮した後においても雇用期間等が２年以上であ

る場合は、この限りでない。  

イ  雇用者等が対象企業を退職した場合。  

二  雇用者等への年間の給与等の支払額が第１３条第３号に定める

給与等の水準を下回ることとなった場合。  

三  特定金融機関から実績報告における賃金台帳等の写しの提出が

行われない場合において、機構が第９条第４項の規定により対象

企業に対して、同写しの提出を求めたにもかかわらず、対象企業

が同写しの提出を２ヵ月間怠った場合。  

四  対象企業が虚偽の申請その他不正な行為により給付金の給付を

受けたことが明らかになった場合。  

五  対象企業が給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は

間接補助金等の交付を受けていたことが明らかになった場合。  

２  前項第１号及び第２号に掲げる場合において、対象企業の責に帰

すべき事由によらない等、機構が真にやむを得ないと認めた場合に

は、原則として、対象企業は次の各号に掲げる区分に応じた当該給

付金に相当する額を機構に返還しなければならない。ただし、当該

事由が災害等に起因するものである場合にあっては、この限りでな

い。  

一  雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要

件を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用

期間等又は２年のいずれか短い期間の４分の１に満たない場合に

おいては、当該給付金に相当する額。  

二  雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要

件を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用

期間等又は２年のいずれか短い期間の４分の１を経過し４分の２

に満たない場合においては、当該給付金に相当する額に４分の３

を乗じた額。  

三  雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要
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件を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用

期間等又は２年のいずれか短い期間の４分の２を経過し４分の３

に満たない場合においては、当該給付金に相当する額に２分の１

を乗じた額。  

四  雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要

件を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用

期間等又は２年のいずれか短い期間の４分の３を経過し４分の４

に満たない場合においては、当該給付金に相当する額に４分の１

を乗じた額。  

３  対象企業は、前２項の規定により給付金に相当する額の全部又は

一部を返還する場合においては、機構に必要な書類を提出し、返還

金額及び返還方法等について指示を受けるものとする。  

４  機構は、前項の規定により書類の提出を受けたとき又は提出され

た賃金台帳等の写し等により給付要件を満たさなくなったこと等が

機構によって確認されたときは、その内容について審査又は確認し、

返還金額及び返還方法等について決定し通知する。  

 

（給付金の返還の期限）  

第１６条  対象企業が、前条の規定により給付金に相当する額を返還

する場合の返還期限は、前条第４項の決定の日から３０日以内とす

る。  

 

（加算金及び延滞金）  

第１７条  対象企業は、第１５条第１項の規定により給付金に相当す

る額を返還する場合には、給付金受領の日から納付の日までの日数

に応じ、給付金に相当する額につき年１０．９５パーセントの割合

で計算した加算金を機構に納付しなければならない。  

２  対象企業は、第１５条第１項及び第２項の規定により給付金に相

当する額を返還するに当たり、これを納期日までに納付しなかった

場合には、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未

納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を機

構に納付しなければならない。  

 

第三章  兼業・副業（雇用契約等）型  

 

（給付金） 
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第１８条  機構は、給付対象企業が機構人材リスト登録者を次条に規

定する給付要件を満たして雇用契約等を締結し、機構が適切である

と認めた場合には給付金を給付する。  

２  給付金の額は、給付対象企業の雇用者等１名につき、雇用期間等

又は２年間のいずれか短い期間に雇用者等に支払われる給与等の合

計額に１００分の３０を乗じた額とし、２００万円を上限とする。  

３  第１項の給付対象企業又は他の企業において過去に当該雇用者等

を対象として、第二章、本章、第四章又は第五章の給付金の給付を

受けていた場合には、再び当該雇用者等を対象とした給付金の給付

を受けることはできない。  

４  本事業と同様に給与等を給付対象とした他の補助金等及び間接補

助金等の交付を受けている場合には、第２項の給与等を給付金の給

付対象とすることはできない。  

５  第二章、本章、第四章又は第五章の合計で、給付対象企業１社当

たりの最大給付対象人数は１０人までとし、同一の大企業からの兼

業・副業は２人までとする。  

 

（給付要件）  

第１９条  給付要件については、次の各号によるものとする。  

一  給付対象企業から当該給付対象企業の求人の申込みを受けた特

定有料職業紹介事業者と機構人材リスト登録者の間において、機

構が運営する情報システムを使用し、機構が定める特定の文言を

用いてメッセージの送受信を行っていること。  

二  給付対象企業が、令和３年２月２５日から令和９年２月１４日

までの間に機構人材リスト登録者との間で、令和３年２月２５日

から令和９年３月３１日までの間に雇用期間等が開始する３ヵ月

以上の有期雇用契約を締結又は役員として３ヵ月以上の委任契約

を締結すること。  

三  雇用者等が給付対象企業の事業主又は取締役の３親等以内の親

族に該当しないこと。  

四  給付対象企業が、給付対象企業の雇用者等への給与等の支払状

況について、金融機関等又は第３条第１７項第２号に掲げる者の

うちいずれかの者との間で、当該者が当該給与等の支払状況を機

構に報告すること及び当該報告のために必要な書類の提出を受け

る旨の契約を締結していること。  
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（給付申請に必要となる書類）  

第２０条  本章における第５条第２項第７号に規定する各章において

個別に定める書類は、以下の各号に掲げる書類とする。  

一  雇用者等への給与等が記載された給付対象企業と雇用者等が締

結した雇用契約書等の写し  

二  雇用者等が雇用期間等を開始した日において、給付対象企業以

外の企業と雇用契約等を締結している者であることを確認できる

書類（給付対象企業以外の当該企業又は公的機関が発行したもの

に限る。）  

三  給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は間接補助金

等の交付を受けていないことを誓約する書類  

四  給付対象企業における雇用者等の雇用が確認できる書類  

五  特定金融機関と給付対象企業との間で雇用者等への給与等の支

払状況に係る報告を行うことについて同意した契約書の写し  

２  第５条第３項ただし書きにより申請を行う場合には、前項第４号

に掲げる書類は、雇用期間等が開始した後、速やかに提出しなけれ

ばならない。  

 

（給付金の返還）  

第２１条  対象企業は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給

付金に相当する額を機構に全額返還しなければならない。  

一  当該雇用契約等に雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する

月から雇用期間等又は２年のいずれか短い期間が経過する月まで

の間に、次に掲げるいずれかに該当した場合。  

ア  当該雇用契約等における雇用者等の雇用期間等を短縮した場

合。ただし、短縮した後においても雇用期間等が２年以上であ

る場合は、この限りでない。  

イ  雇用者等が対象企業を退職した場合。  

二  雇用期間等又は２年のいずれか短い期間の雇用者等への給与等

の支払額が雇用契約書等に明記された金額を下回ることとなった

場合。  

三  特定金融機関から実績報告における賃金台帳等の写しの提出が

行われない場合において、機構が第９条第４項の規定により対象

企業に対して、同写しの提出を求めたにもかかわらず、対象企業

が同写しの提出を２ヵ月間怠った場合。  

四  対象企業が虚偽の申請その他不正な行為により給付金の給付を
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受けたことが明らかになった場合。  

五  対象企業が給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は

間接補助金等の交付を受けていたことが明らかになった場合。  

２  前項第１号及び第２号に掲げる場合において、対象企業の責に帰

すべき事由によらない等、機構が真にやむを得ないと認めた場合に

は、原則として、対象企業は次の各号に掲げる区分に応じた当該給

付金に相当する額を機構に返還しなければならない。ただし、当該

事由が災害等に起因するものである場合にあっては、この限りでな

い。  

一  雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要

件を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用

期間等又は２年のいずれか短い期間の４分の１に満たない場合に

おいては、当該給付金に相当する額。  

二  雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要

件を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用

期間等又は２年のいずれか短い期間の４分の１を経過し４分の２

に満たない場合においては、当該給付金に相当する額に４分の３

を乗じた額。  

三  雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要

件を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用

期間等又は２年のいずれか短い期間の４分の２を経過し４分の３

に満たない場合においては、当該給付金に相当する額に２分の１

を乗じた額。  

四  雇用者等が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要

件を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用

期間等又は２年のいずれか短い期間の４分の３を経過し４分の４

に満たない場合においては、当該給付金に相当する額に４分の１

を乗じた額。  

３  対象企業は、前２項の規定により給付金に相当する額の全部又は

一部を返還する場合においては、機構に必要な書類を提出し、返還

金額及び返還方法等について指示を受けるものとする。  

４  機構は、前項の規定により書類の提出を受けたとき又は提出され

た賃金台帳等の写し等により給付要件を満たさなくなったこと等が

機構によって確認されたときは、その内容について審査又は確認し、

返還金額及び返還方法等について決定し通知する。  
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（給付金の返還の期限）  

第２２条  対象企業が、前条の規定により給付金に相当する額を返還

する場合の返還期限は、前条第４項の決定の日から３０日以内とす

る。  

 

（加算金及び延滞金）  

第２３条  対象企業は、第２１条第１項の規定により給付金に相当す

る額を返還する場合には、給付金受領の日から納付の日までの日数

に応じ、給付金に相当する額につき年１０．９５パーセントの割合

で計算した加算金を機構に納付しなければならない。  

２  対象企業は、第２１条第１項及び第２項の規定により給付金に相

当する額を返還するに当たり、これを納期日までに納付しなかった

場合には、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未

納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を機

構に納付しなければならない。  

 

第四章  兼業・副業（請負契約等）型  

 

（給付金） 

第２４条  機構は、給付対象企業が機構人材リスト登録者との間で締

結した請負契約等が適正に履行されたことが給付対象企業において

検査又は確認され、報酬の金額が確定し支払が行われており、次条

に規定する給付要件を満たし適切であると機構が認めた場合には給

付金を給付する。  

２  給付金の額は、給付対象企業の受託者等１名につき、雇用期間等

又は２年間のいずれか短い期間に受託者等に支払われた報酬の合計

額に１００分の３０を乗じた額とし、２００万円を上限とする。  

３  第１項の給付対象企業又は他の企業において過去に当該受託者等

を対象として、第二章、第三章、本章又は第五章の給付金の給付を

受けていた場合には、再び当該受託者等を対象とした給付金の給付

を受けることはできない。  

４  本事業と同様に報酬を給付対象とした他の補助金等及び間接補助

金等の交付を受けている場合には、第２項の報酬を給付金の給付対

象とすることはできない。  

５  第二章、第三章、本章又は第五章の合計で、給付対象企業１社当

たりの最大給付対象人数は１０人までとし、同一の大企業からの兼
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業・副業は２人までとする。  

 

（給付要件）  

第２５条  給付要件については、次の各号によるものとする。  

一  給付対象企業から当該給付対象企業の求人の申込みを受けた特

定有料職業紹介事業者と機構人材リスト登録者の間において、機

構が運営する情報システムを使用し、機構が定める特定の文言を

用いてメッセージの送受信を行っていること。  

二  給付対象企業が、令和３年２月２５日から令和９年２月１４日

までの間に機構人材リスト登録者との間で、令和３年２月２５日

から令和９年３月３１日までの間に雇用期間等が開始する３ヵ月

以上の請負契約等を締結し、かつ、契約が適正に履行されたこと

を検査又は確認し、報酬の金額を確定し支払うこと。  

三  受託者等が給付対象企業の事業主又は取締役の３親等以内の親

族に該当しないこと。  

 

（給付申請に必要となる書類）  

第２６条  本章における第５条第２項第７号に規定する各章において

個別に定める書類は、以下の各号に掲げる書類とする。  

一  受託者等への報酬が記載された給付対象企業と受託者等が締結

した請負契約書等の写し  

二  給付金以外に報酬を給付対象とした補助金等又は間接補助金等

の交付を受けていないことを誓約する書類  

三  受託者等が請負契約等を適正に履行したことを給付対象企業に

おいて検査又は確認したことがわかる書類及び報酬の金額を確定

し支払ったことがわかる書類  

 

（給付金の返還）  

第２７条  対象企業は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給

付金に相当する額を機構に全額返還しなければならない。  

一  対象企業が虚偽の申請その他不正な行為により給付金の給付を

受けたことが明らかになった場合。  

二  対象企業が給付金以外に報酬を給付対象とした補助金等又は間

接補助金等の交付を受けていたことが明らかになった場合。  

２  対象企業は、前項の規定により給付金に相当する額を返還する場

合においては、機構に必要な書類を提出し、返還金額及び返還方法
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等について指示を受けるものとする。  

３  機構は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、その内容

等について審査又は確認し、返還金額及び返還方法等について決定

し通知する。  

 

（給付金の返還の期限）  

第２８条  対象企業が、前条の規定により給付金に相当する額を返還

する場合の返還期限は、前条第３項の決定の日から３０日以内とす

る。  

 

（加算金及び延滞金）  

第２９条  対象企業は、第２７条第１項の規定により給付金に相当す

る額を返還する場合には、給付金受領の日から納付の日までの日数

に応じ、給付金に相当する額につき年１０．９５パーセントの割合

で計算した加算金を機構に納付しなければならない。  

２  対象企業は、第２７条第１項の規定により給付金に相当する額を

返還するに当たり、これを納期日までに納付しなかった場合には、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につ

き年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を機構に納付し

なければならない。  

 

第五章  在籍出向型  

 

（給付金） 

第３０条  機構は、給付対象企業が大企業と次条に規定する給付要件

を満たして出向契約を締結し、機構人材リスト登録者であって当該

大企業と雇用契約等を締結している者が当該給付対象企業において

就業することとなり、機構が適切であると認めた場合には給付金を

給付する。  

２  給付金の額は、給付対象企業の出向者１名につき、雇用期間等又

は２年間のいずれか短い期間に出向者に支払われる出向者給与等又

は大企業に支払われる給付対象企業負担金の合計額に１００分の３

０を乗じた額とし、２００万円を上限とする。  

３  第１項の給付対象企業又は他の企業において過去に当該出向者を

対象として、第二章、第三章、第四章又は本章の給付金の給付を受

けていた場合には、再び当該出向者を対象とした給付金の給付を受
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けることはできない。  

４  本事業と同様に出向者給与等又は給付対象企業負担金を給付対象

とした他の補助金等及び間接補助金等の交付を受けている場合には、

第２項の出向者給与等又は給付対象企業負担金を給付金の給付対象

とすることはできない。  

５  第二章、第三章、第四章又は本章の合計で、給付対象企業１社当

たりの最大給付対象人数は１０人までとし、同一の大企業からの在

籍出向は２人までとする。  

 

（給付要件）  

第３１条  給付要件については、次の各号によるものとする。  

一  給付対象企業から当該給付対象企業の求人の申込みを受けた特

定有料職業紹介事業者と機構人材リスト登録者の間において、機

構が運営する情報システムを使用し、機構が定める特定の文言を

用いてメッセージの送受信を行っていること。  

二  給付対象企業が、令和３年２月２５日から令和９年２月１４日

までの間に大企業との間で、令和３年２月２５日から令和９年３

月３１日までの間に出向者の雇用期間等が開始する３ヵ月以上の

出向契約を締結すること。  

三  出向者が給付対象企業の事業主又は取締役の３親等以内の親族

に該当しないこと。  

四  給付対象企業が、給付対象企業の出向者への出向者給与等又は

大企業への給付対象企業負担金の支払状況について、金融機関等

又は第３条第１７項第２号に掲げる者のうちいずれかの者との間

で、当該者が当該出向者給与等又は当該給付対象企業負担金の支

払状況を機構に報告すること及び当該報告のために必要な書類の

提出を受ける旨の契約を締結していること。  

五  給付対象企業の出向者が大企業との間の雇用契約等を継続して

いること。  

 

（給付申請に必要となる書類）  

第３２条  本章における第５条第２項第７号に規定する各章において

個別に定める書類は、以下の各号に掲げる書類とする。  

一  出向者への出向者給与等又は大企業への給付対象企業負担金が

記載された給付対象企業と大企業との間で締結した出向契約書等

の写し  
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二  出向者が大企業と雇用契約等を締結している者であることを確

認できる書類（当該大企業又は公的機関が発行したものに限る。） 

三  給付金以外に出向者給与等又は給付対象企業負担金を給付対象

とした補助金等又は間接補助金等の交付を受けていないことを誓

約する書類  

四  給付対象企業における出向者の雇用が確認できる書類  

五  特定金融機関と給付対象企業との間で出向者への出向者給与等

又は大企業への給付対象企業負担金の支払状況に係る報告を行う

ことについて同意した契約書の写し  

２  第５条第３項ただし書きにより申請を行う場合には、前項第４号

に掲げる書類は、雇用期間等が開始した後、速やかに提出しなけれ

ばならない。  

 

（給付金の返還）  

第３３条  対象企業は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給

付金に相当する額を機構に全額返還しなければならない。  

一  当該出向契約に出向者が雇用期間等の開始した日の属する月か

ら雇用期間等又は２年のいずれか短い期間が経過する月までの間

に、次に掲げるいずれかに該当した場合。  

ア  当該出向契約における出向者の雇用期間等を短縮した場合。

ただし、短縮した後においても雇用期間等が２年以上である場

合は、この限りでない。  

イ  出向者が対象企業又は大企業を退職した場合。ただし、大企

業を退職した後、期間を空けずに第二章の雇用契約等を締結す

る場合は、この限りでない。  

二  雇用期間等若しくは２年のいずれか短い期間の出向者への出向

者給与等又は大企業への給付対象企業負担金の支払額が出向契約

書等に明記された金額を下回ることとなった場合。  

三  特定金融機関から実績報告における賃金台帳等の写し又は支払

確認書類の提出が行われない場合において、機構が第９条第４項

の規定により対象企業に対して、同写し又は同書類の提出を求め

たにもかかわらず、対象企業が同写し又は同書類の提出を２ヵ月

間怠った場合。  

四  対象企業が虚偽の申請その他不正な行為により給付金の給付を

受けたことが明らかになった場合。  

五  対象企業が給付金以外に出向者給与等又は給付対象企業負担金
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を給付対象とした補助金等又は間接補助金等の交付を受けていた

ことが明らかになった場合。  

２  前項第１号及び第２号に掲げる場合において、対象企業の責に帰

すべき事由によらない等、機構が真にやむを得ないと認めた場合に

は、原則として、対象企業は次の各号に掲げる区分に応じた当該給

付金に相当する額を機構に返還しなければならない。ただし、当該

事由が災害等に起因するものである場合にあっては、この限りでな

い。  

一  出向者が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要件

を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用期

間等又は２年のいずれか短い期間の４分の１に満たない場合にお

いては、当該給付金に相当する額。  

二  出向者が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要件

を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用期

間等又は２年のいずれか短い期間の４分の１を経過し４分の２に

満たない場合においては、当該給付金に相当する額に４分の３を

乗じた額。  

三  出向者が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要件

を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用期

間等又は２年のいずれか短い期間の４分の２を経過し４分の３に

満たない場合においては、当該給付金に相当する額に２分の１を

乗じた額。  

四  出向者が雇用期間等の開始した日の属する月から当該給付要件

を満たさなくなることとなった日の属する月までの月数が雇用期

間等又は２年のいずれか短い期間の４分の３を経過し４分の４に

満たない場合においては、当該給付金に相当する額に４分の１を

乗じた額。  

３  対象企業は、前２項の規定により給付金に相当する額の全部又は

一部を返還する場合においては、機構に必要な書類を提出し、返還

金額及び返還方法等について指示を受けるものとする。  

４  機構は、前項の規定により書類の提出を受けたとき又は提出され

た賃金台帳等の写し等により給付要件を満たさなくなったこと等が

機構によって確認されたときは、その内容について審査又は確認し、

返還金額及び返還方法等について決定し通知する。  

 

（給付金の返還の期限）  
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第３４条  対象企業が、前条の規定により給付金に相当する額を返還

する場合の返還期限は、前条第４項の決定の日から３０日以内とす

る。  

 

（加算金及び延滞金）  

第３５条  対象企業は、第３３条第１項の規定により給付金に相当す

る額を返還する場合には、給付金受領の日から納付の日までの日数

に応じ、給付金に相当する額につき年１０．９５パーセントの割合

で計算した加算金を機構に納付しなければならない。  

２  対象企業は、第３３条第１項及び第２項の規定により給付金に相

当する額を返還するに当たり、これを納期日までに納付しなかった

場合には、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未

納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を機

構に納付しなければならない。  

 

第六章  雑則  

 

（情報管理及び秘密保持）  

第３６条  給付対象企業、特定有料職業紹介事業者及び特定金融機関

は、本事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情

報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報

の性質に応じて、法令等を遵守し適正な管理をするものとし、本事

業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。  

なお、情報のうち第三者の秘密情報については、機密保持のため

に必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表して

はならない。  

２  給付対象企業は、本事業の一部を第三者（以下「履行補助者」と

いう。）に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守さ

せなければならない。給付対象企業又は履行補助者の役員又は従業

員による情報漏えい行為も給付対象企業による違反行為とみなす。  

３  本条の規定は本事業の完了後も有効とする。  

 

（その他必要な事項）  

第３７条  給付金の給付に関するその他必要な事項は、機構が別に定

める。  
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附  則  

この規程は、令和３年８月２日から施行する。  

 

附  則  

この規程の改正は、令和３年１０月１４日から施行する。  

 

附  則  

この規程の改正は、令和４年２月１日から施行する。  

 

附  則  

この規程の改正は、令和４年２月２８日から施行する。  

 

附  則  

この規程の改正は、令和４年１０月４日から施行する。  

 

附  則  

１  この規程の改正は、令和４年１２月２２日から施行する。  

２  改正後の第４条第２項の規定は、施行前に機構人材リスト登録

申込をしており、かつ、施行時において大企業との雇用契約等が

終了した日から６ヵ月が経過していない者についても適用するも

のとする。  

 

附  則  

この規程の改正は、令和５年２月１日から施行する。  

 

   附  則  

この規程の改正は、令和６年１月３０日から施行する。  

 

附  則   

この規程の改正は、令和６年２月２０日から施行する。ただし、改

正後の第５条第１項後段、同条第２項第４号及び第６号の規定は、

令和６年４月１日以降に機構が受け付けた給付申請から適用する。  

 

   附  則  

 この規程の改正は、令和６年１２月２３日から施行する。  
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   附  則  

 １  この規程の改正は、令和７年４月１５日から施行する。  

 ２  改正後の第１２条第２項の規定は、機構人材リスト登録者の雇

用期間等が令和７年４月１日以降に開始する給付申請に適用する。 

 ３  改正後の第１３条第３号の規定は、令和７年３月３１日以前に

同条第１号のメッセージの送受信が行われ、同年４月１日以降に

雇用期間等の開始する給付申請については、適用しない。  

 ４  改正後の第１４条第７号の規定は、令和７年４月１日以降に機

構が受け付ける給付申請から適用する。ただし、第１３条第１号

のメッセージの送受信が行われた日（内定承諾日）が令和７年３

月３１日以前の給付申請については、改正後の第１４条第７号の

規定は適用しない。  

 

   附  則  

 この規程の改正は、令和８年２月１０日から施行する。  

 

 

附  則  

１  この規程の改正は、令和８年４月１日から施行する。  

２  改正後の第１２条第２項及び第１３条第３号の規定は、令和８

年４月１日以降に第１３条第１号のメッセージの送受信が行われ

た給付申請に適用する。
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別表  （第１３条第３号関係）  

勤務地  １年当たりの金額  

一  東京都 

二  神奈川県  

三  愛知県 

四  大阪府 

５５０万円 

五  青森県 

六  岩手県 

七  秋田県 

八  山形県 

九  鳥取県 

十  徳島県 

十一  長崎県  

十二  宮崎県  

十三  鹿児島県  

十四  沖縄県  

４５０万円 

 


